
（説明） Ａ：協定発効時即時関税撤廃（上図は 2002 年１月の関税率を協定発効直前まで維持した場合） 
Ｂ：2006 年４月に関税撤廃（上図は 2002 年１月の関税率を 2006 年３月まで維持した場合） 
Ｃ：2003 年１月から 2010 年１月まで８年かけて、段階的に関税撤廃 
Ｄ：2005 年１月から 2010 年１月まで６年かけて、段階的に関税撤廃（上図は 2002 年１月の関税率を 2004 年 12

月まで維持した場合） 
 

2002.1 03.1

協定発効時

04.1 06.105.1 07.1

06.4

08.1 09.1 10.1

A

B
C

D

関税撤廃スケジュール 模式図
（別添３）

1
3

(参考)


